
令和３年度事業報告 

中国情報通信懇談会は、ICTを活用した最先端技術や政策動向などの情報提供のほか、地方公共

団体と会員企業との意見交換の場の提供など、中国地域の ICTの普及やICTを活用した地域経済の

活性化に資する重要な任務・役割を担っています。 

令和3年度においては、少子高齢化の進行による生産年齢人口の減少、新型コロナウイルス感染

症の影響による新しい日常への対応など、中国地域における様々な地域・社会課題の克服に向け、

更なるICT利活用の浸透によるデジタルトランスフォーメーション（DX）を進め、人々の生活をあ

らゆる面で、よりよい方向に変化させられることを目的に、以下の事業を実施しました。 

なお、運営にあたっては、関係団体や会員の協力を得るなど経費の削減に努めました。 

１ 中国情報通信懇談会第36回総会 
新型コロナウイルス感染症による社会状況を考慮し、令和 3年5月26日(水)に、Web会議システ

ムを用いたオンラインにより開催しました。 

２ 会員に対する情報提供

(1) ホームページの活用等

懇談会主催の各種イベントの開催案内や開催報告等について、ホームページに掲載し、情報発

信に取組みました。

(2) Ｃ－ＬＩＮＥの発行

会員向けメールマガジン（Ｃ－ＬＩＮＥ）は、懇談会主催の講演会・セミナーや会員からの情

報提供、情報通信に関する最新の政策動向等を掲載し、電子メールにより４６回発行しました。

３ 普及・啓発活動

(1) 懇談会事業

以下のとおり、重点的かつ部会横断的に取り組むテーマを選定し、懇談会事業として取り組み

ました。 

PV:Page View(再生回数) 

月 日 行 事 名 開催地

開催方法

参加者数 番 号

1 5月26日 中国情報通信懇談会第36回総会 ｵﾝﾗｲﾝ - 懇談会-01 

2 
5月26日～ 

6月18日 

令和3年度省庁連携「地域ICT支

援事業」オンライン説明会 
ｵﾝﾗｲﾝ 460PV 懇談会-02 

3 
6月1日～ 

11月20日 

ICT を活用した地域課題解決案の

提案会 
ｵﾝﾗｲﾝ 

6市町村 
15社 

懇談会-03 

4 6月22日～ 第1回テレワークセミナー ｵﾝﾗｲﾝ 49名 懇談会-04 



9月21日 

計7回 

5 9月9日 
第 1 回オープンデータ利活用セミ

ナー 
ｵﾝﾗｲﾝ 59名 懇談会-05 

6 9月16日 
地域における防災・減災に関する

セミナー 
ｵﾝﾗｲﾝ

当日91名 
111PV 

懇談会-06 

7 10月25日 
第 2 回オープンデータ利活用セミ

ナー 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 

※2
47名 懇談会-07 

8 10月27日 
サイバーインシデント対応勉強会

（第１回） 
ｵﾝﾗｲﾝ 32名 懇談会-08 

9 

11月1日～ 

2月3日 

計７回 

第2回テレワークセミナー ｵﾝﾗｲﾝ 34名 懇談会-09 

10 11月12日 サイバーセキュリティセミナー ｵﾝﾗｲﾝ 70名 懇談会-10 

11 12月8日 サイバーインシデント演習 
来場形式 

（松江市） 
42名 懇談会-11 

12 12月17日 

テレワークセミナー 

「始めよう!続けよう!働き方改革

～テレワークの定着を目指して

～」 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 82名 懇談会-12 

13 

12月11日・

12日 

/2月27日 

Ｗｅｂ×ＩｏＴメイカーズチャレ

ンジＰＬＵＳ ｉｎ 岡山 

来場形式（岡

山市） 
25名 懇談会-13 

14 
12月24日～ 

3月11日 
防災情報通信セミナー ※1 

YouTubeによ

るコンテンツ

配信 

4,685PV 懇談会-14 

15 1月14日 
中国地域オーブンデータ利活用ラ

ウンドテーブル総会 
ｵﾝﾗｲﾝ 19名 懇談会-15 

16 2月22日 
中国地域サイバーセキュリティ連

絡会交流セミナー 
ｵﾝﾗｲﾝ 101名 懇談会-16 

17 3月11日 
サイバーインシデント対応勉強会

（第２回） 
ｵﾝﾗｲﾝ 45名 懇談会-17 

※1 電波利用促進部会と協力して実施

※2 ハイブリッド：来場形式とオンラインを併用した形態

(2) 支援事業等

地域情報化の推進及び地域活性化に寄与すると認められる活動に対して、活動費の一部を支援

しました。

月 日 実施主体 行事名 開催地

開催方法

番 号



1 
8月4日／ 

11月29日 
岡山県

令和 3 年度第 1 回電子自治

体推進セミナー

令和 3 年度第 2 回電子自治

体推進セミナー

(第1回)ｵﾝﾗｲﾝ 

(第2回)岡山市 
支援-01 

2 11月11日 
（一社）システムエン

ジニアリング岡山 

「おかやまＩＴ経営力大

賞」記念フォーラム 

岡山市 

(ｵﾝﾗｲﾝ併用) 
支援-02 

3 11月25日 
（一社）広島県情報産

業協会

ＨｉＢｉＳインターネット

ビジネスフォーラム 
ｵﾝﾗｲﾝ 支援-03 

4 2月14日 
（一社）鳥取県情報産

業協会 

令和３年度鳥取県地域情報

化セミナー 
ｵﾝﾗｲﾝ 支援-04 

(3) 後援事業

開催主旨に賛同した以下の事業を後援しました。

月 日 実施主体 行 事 名 開催地 

開催方法 

番 号 

1 6月 28日 
広島地域 IPv6 推進委員

会 

IPv6 セ ミ ナ ー 2021 

Summer 
ｵﾝﾗｲﾝ 後援-01 

2 11月11日 
(一社)システムエンジニ

アリング岡山 
2021岡山情報化セミナー 

岡山市 

（ｵﾝﾗｲﾝ併用） 
後援-02 

3 12月16日 
Ruby World Conference 

開催実行委員会 

Ruby World Conference 

2021 
ｵﾝﾗｲﾝ 後援-03 

4 3月 4日 
広島地域 IPv6 推進委員

会 

IPv6 セ ミ ナ ー 2022 

Winter 
ｵﾝﾗｲﾝ 後援-04 



４ 部会活動

(1) 地域情報化・コンテンツ部会

① 目的

中国地域における地域情報化の動向、情報化の在り方及びデジタルコンテンツの流通促進等

について調査研究をするとともに、地域情報化・コンテンツビジネスの促進などに関する情報

提供を通じて、地域情報化の推進、コンテンツ流通の促進に寄与することを目的としています。 
② 部会の構成

部会長：島根大学法文学部 教授 野田 哲夫

幹事：6名  事務局：総務省中国総合通信局 情報通信部情報通信振興課

③ 活動の概要

ICT利活用の普及促進や地域情報化・コンテンツ流通を促進するため、以下の9事業を実施

しました。

また、地域IoT実装の推進を図るため、会員の方々あてICT/IoTを活用したソリューション

を募集し、12会員から110件のソリューションの提案があり、懇談会ホームページに掲載する

とともに、総務省中国総合通信局の協力を得て、中国地域の地方公共団体に情報提供しました。 

月 日 行 事 名 開催地

開催方法

参加者数 番 号

1 10月21日 
地域における人材育成のための出前講座

（新見市職員を対象） 
ｵﾝﾗｲﾝ 26名 地コ-01 

2 11月10日 自治体DX推進セミナー ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ

(ｵﾝﾗｲﾝ):82名 

(会場):3名 

YouTube 125PV 

地コ-02 

3 1月24日 
地域における人材育成のための出前講座

（隠岐の島町職員を対象） 
ｵﾝﾗｲﾝ 33名 地コ-03 

4 1月28日 ICTソリューションセミナー ｵﾝﾗｲﾝ
57名 

YouTube 36PV 
地コ-04 

5 2月8日 
地域における人材育成のための出前講座

（境港市・赤磐市職員を対象） 
ｵﾝﾗｲﾝ

当日 6名、 

YouTube 54PV 
地コ-05 

6 2月14日 

地域における人材育成のための出前講座

（津山圏域定住自立圏構成 6 自治体職員を

対象）

ｵﾝﾗｲﾝ
当日 37名、 

YouTube 4PV 
地コ-06 

7 2月8日 
地域における人材育成のための出前講座

（福山市職員を対象） 
ｵﾝﾗｲﾝ

当日 65名、 

YouTube 19PV 
地コ-07 

8 3月16日 
地域における人材育成のための出前講座

（海田町職員を対象） 
ｵﾝﾗｲﾝ

当日 10名 

YouTube 5PV 
地コ-08 

9 
3月29日 

3月31日 
コンテンツ海外展開セミナー 

YouTube
によるコ

ンテンツ

配信

YouTube 205PV 

(5/12現在) 
地コ-09 

(2) 電波利用促進部会



① 目的

中国地域における電波利用の在り方、普及促進並びに新たな電波利用システムの開発などに

ついて調査研究、情報交換などを行うことにより、地域の情報化に寄与することを目的として

います。 

② 部会の構成

部会長：広島国際大学総合リハビリテーション学部 教授 齋 礼

幹事：5名、部会顧問：1名 事務局：総務省中国総合通信局 無線通信部電波利用企画課

③ 活動の概要

電波を利用した情報通信技術に関する事業として、以下の3事業を実施しました。

月 日 行 事 名 開催地 

開催方法 

参加者数 番 号 

1 
7月 5日～ 

8月 5日 
５Ｇ利活用セミナー 

YouTubeに

よるコンテ

ンツ配信 

752PV 電波-01 

2 
12月24日～ 

3月 11日 
防災情報通信セミナー 

YouTubeに

よるコンテ

ンツ配信 

4,685PV 電波-02 

3 3月 25日 中国地域ワイヤレスIoTセミナー 

YouTubeに

よるコンテ

ンツ配信 

722PV 電波-03 

(3) 放送部会

① 目的

放送分野におけるビジネスやサービス、技術等の動向についての情報交換等を通じて、地域

社会と放送との関わり、放送メディアの利活用方策、放送の果たす役割などについて考え、中

国地域における放送メディアの普及・促進に寄与することを目的としています。 

② 部会の構成

部会長：安田女子大学 学長補佐 家政学部 造形デザイン学科 教授 染岡 慎一

幹事：7名  事務局：総務省中国総合通信局 放送部放送課

③ 活動の概要

中国地方における放送の普及・発展に寄与するため、懇談会会員のほか、放送関係者及び一

般の方々などを対象として、以下の 3事業を実施しました。 

月 日 行 事 名 開催地 

開催方法 

参加者数 番 号 

1 12月 8日 座談会 ｵﾝﾗｲﾝ 11名 放送-01 

2 1月 19日 放送セミナー2022 in 広島 ｵﾝﾗｲﾝ 135名 放送-02 

3 3月 9日 放送と通信の連携などに関わる講演会 ｵﾝﾗｲﾝ 114名 放送-03 



(4) 電波の日・情報通信月間推進部会

① 目的

令和３年度電波の日・情報通信月間の記念式典を開催するとともに、「電波の日・情報通信

月間」の意義等について広報活動を通じて広く国民に周知することを目的としています。 

② 部会の構成

部会長: 広島エフエム放送株式会社 技術部長 寺島 陸雄

幹事：21名  事務局:総務省中国総合通信局 総務部総務課企画広報室 

③ 活動の概要

次の事業について総務省中国総合通信局と協力して実施しました。

月 日 行 事 名 開催地 

開催方法 

参加者

数 

番 号 

1 6月 1日 電波の日・情報通信記念講演会 ｵﾝﾗｲﾝ 71名 情報-01 

2 
5月 15日～ 

6月 15日 

ポスター掲示等各種周知広報活動

報道発表（式典開催及び表彰関係）※5月28日 
中国地方

各地 
- - 

※ 情報通信月間行事（令和3年5月15日～同年6月15日）として開催

なお、電波の日・情報通信月間記念式典は、新型コロナウイルス感染症による社会状況を考

慮し、中止しました。 

５ 組織運営等 

(1) 顧問等会議

令和4年2月3日にWeb会議システムを用いたオンラインにより開催し、最新の政策動向や会

員ニーズを踏まえ、令和 4年度に取り組むべき事業に関するご意見をいただきました。 

(2) 運営委員会

第1回  令和3年4月16日から同月23日までの期間でメール審議により開催し、「令和 3

年度電波の日・情報通信月間記念式典」の中止に伴う令和3年度事業計画（案）及

び予算（案）の変更について審議しました。 

第2回  令和3年8月5日にWeb会議システムを併用のうえ総務省中国総合通信局におい

て開催し、令和3年度事業の具体的化等について審議しました。 

第3回  令和4年3月24日にWeb会議システムを用いたオンラインで開催し、令和3年

度事業報告、決算報告、令和4年度事業計画案及び予算案等について審議しました。 

(3) 新規会員の獲得

地方公共団体の加入率の向上を目指し、会員拡大に向けて加入促進に努め、加入4団体、退会

2団体がありました。（令和4年3月末現在：地方公共団体は 98団体（加入率87.5％）、企業は

137社） 



６ この一年のトピックス 

中国情報通信懇談会が令和3年度に実施した取り組みの一部をトピックとして紹介します。 

(1) 「ICTを活用した地域課題解決案の提案会」を開催

中国情報通信懇談会（会長：苅田知英）及び中国地域ICT産学官連携フォーラム（会長：相原

玲二）と共催で、中国地域の地方公共団体が抱える地域課題に対し、IoT等を活用した課題解決

案を企業・大学等が直接提案する機会を提供し、地方公共団体にそれぞれの地域課題に合った課

題解決のイメージを個別具体的に持っていただくことを目的として、「ICTを活用した地域課題解

決案の提案会」を令和２年度に引き続き開催しました。 

【地域課題の応募】６県市町（南部町、広島県、三原市、北広島町、宇部市、山陽小野田市）

から11件の応募。 

【解決案の応募】通信事業者・大学等15者から36件の解決案の応募。 

【提案会の開催状況】令和3年11月、開催を希望した6県市町を対象に計33回の提案会をオ

ンライン開催。 

【成果（マッチング）】実証・実装に向けて検討 13件（南部町4件、広島県4件、三原市4件、

宇部市1件） 

(2) 自治体 DX推進セミナーを開催

中国総合通信局及び中国地域ICT産学官連携フォーラムとの共催で、令和 3年11月10日に「自

治体DX推進セミナー」をオンライン開催しました。 

本セミナーは、自治体デジタルトランスフォーメーション（DX）推進計画の実行に向けた認識

の共有、機運の醸成、人材育成の促進などに寄与することを目的に開催し、85名（うち中国地域

の地方公共団体からは22団体32名）の参加がありました。 

また、地方公共団体における研修などに活用いただくため、録画映像を YouTubeにより限定公

開したところ、令和3年12月28日現在で、121回の視聴がありました。 

(3) 「Ｗｅｂ×ＩｏＴメイカーズチャレンジＰＬＵＳ ｉｎ 岡山」を開催

Ｗｅｂ×ＩｏＴメイカーズチャレンジＰＬＵＳ岡山運営委員会と共催で、令和 3年12月11日

～同月12日に「ハンズオン講習会」、令和 4年2月27日に「ハッカソン」をそれぞれ開催しまし

た。 

本イベントは、主に初学者を対象として、標準技術や OSS利活用についての理解を深めながら、

シングルボードコンピュータ等を使ったハンズオン形式の講習会やハッカソンでの開発体験を通

し、実践的なスキルアップの機会提供を行い Society 5.0 時代に特に必要とされるエンジニア人

配信会場の様子 説明の様子 



材の育成を目的として開催しました。なお、当該イベントで最優秀賞を受賞したチームは、3月

19日に開催された「Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS グランプリ決定戦」で、グランプリ

の受賞となりました。 

開催風景 

(4) 防災情報通信セミナーを開催

中国総合通信局と共催で、令和 3年12月24日～令和4年3月11日まで、防災情報通信セミナ

ーWeb（YouTube）配信により開催しました。 

本セミナーでは、平成３０年７月豪雨において甚大な被害を受けた広島県坂町の協力を得て、

総務省の行う臨時災害放送局用機器などの貸出しによる情報通信分野での支援及び坂町の防災・

減災のための情報通信システム構築の取組を紹介しました。 

また、一般財団法人自治体衛星通信機構による都道府県と市町村等を結ぶ都道府県防災行政・

消防防災無線（衛星系）である地域衛星通信ネットワークの第３世代化に向けた取組を紹介しま

した。 

撮影風景 

７ その他

(1) 表彰

第36回総会において、懇談会事業への功績が認められた次の1団体を表彰しました。

被表彰者（敬称略） 

【団体】公立大学法人広島市立大学（広島市立大学大学院 情報科学研究科） 
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